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【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｄ  83/08    　　　Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月20日(2011.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脱脂綿タンポン等の柔軟な平板状の吸収体（１０、１１０）のスタック（１２、１１２
）用のパッケージングであって、
　第１の端部（１、１０１）と、端壁（３、１０３）を具える第２の端部（２、１０２）
と、吸収体（１０、１１０）を収容するための内容積（５、１０５）を包囲し、かつ、第
１端部（１、１０１）と端壁（３、１０３）を具える第２端部（２、１０２）を接続する
円形壁（４、１０４）とを有し、端壁（３、１０３）は、一度に１つの吸収体（１１、１
１１）を引き出すための開口（６、１０６）を有しており、該開口（６、１０６）は、少
なくとも一方向における寸法（ｄ）が、同一方向における吸収体の寸法（Ｄ）よりも小さ
く、第２端部（２、１０２）は載置点（７、１０７）を具え、載置点（７、１０７）は、
端壁（３、１０３）から突出した支持装置（８、１０８）上で端壁（３、１０３）の開口
（６、１０６）から外方に離間して配置されており、かつ、支持面上でパッケージングを
支持するための載置面を画定するパッケージングにおいて、
　支持装置（８、１０８）は、円形壁を延長することにより形成されることを特徴とする
パッケージング。
【請求項２】
　前記パッケージングは、ホイル、板紙又は金属のような剛性材料、半剛性材料または可
撓性材料から作られた長円形容器である、請求項１に記載のパッケージング。
【請求項３】
　吸収体のスタック軸線（１３，１１３）が開口（６、１０６）の面に略垂直である、請
求項１又は２に記載のパッケージング。
【請求項４】
　円形の端壁（４、１０４）の延長部は換気孔（９、１０９）を含む、請求項１～３のい
ずれか一項記載のパッケージング。
【請求項５】
　載置点（７）が閉じた線を形成する、請求項１～４のいずれか一項記載のパッケージン
グ。
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【請求項６】
　支持装置（１０８）は、少なくとも３本の脚部（１１７）とともに形成される、請求項
１～４のいずれか一項に記載のパッケージング。
【請求項７】
　スタック（１２）を端壁（３）の開口（６）に向かって推進する推進源を有する、請求
項１～６のいずれか一項に記載のパッケージング。
【請求項８】
　推進源は、吸収体のスタック（１２）を端壁（３）の開口（６）に向けて押し付けるば
ね仕掛けの中間ベース（１４）を含む、請求項７に記載のパッケージング。
【請求項９】
　脱脂綿タンポン等の柔軟な平板状の吸収体（１０、１１０）のスタック（１２、１１２
）を収容した、請求項１～８のいずれか一項に記載のパッケージング。
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